
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 本人に発熱、咳、鼻水、下痢などの風邪症状や、普段と異なる症状がある場合は、無理せず

幼稚園を休み休養して下さい。また、かかりつけ医院に受診して下さい。 

 

② 園児にコロナの陽性が判明した場合は、出席停止になります。 

発症の翌日から起算して 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後、一日を経過するまでの間は出席

停止とする。 

「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること 

 

③ 濃厚接触者の特定は行いません。その為、同居の家族がコロナに感染しても、本人に感染が

確認されなければ出席停止になりません。本人に風邪症状が無ければ、登園出来ます。 

少しでも風邪症状があり、心配な場合は幼稚園を休み休養して下さい。 

 

④ 登園後、園児に発熱、咳、嘔吐など体調不良が認められた場合は、早退の措置をとりますの

で、お迎えをお願いします。 

 

⑤ マスクの着用は必要ありませんが、体調等を考慮し、各ご家庭の判断とさせて頂きます。 

 

⑥ 診察を受け、コロナでないと診断された場合でも、インフルエンザや感染性の胃腸炎などで、

「他の人へ感染させる可能性がある」と、診断された場合、医師の許可が出るまで、出席停

止になります。 

いつ頃まで、どのような状態になったら登園できるか確認してから登園して下さい。 

 

★この対応は市内や園内で多数の感染者が確認された時、国や市から新たな対応の通達が来た

時など、状況に応じて変更になることもあります。また、園の感染状況によっては、学級閉鎖

や休園、行事等が延期や中止になる可能性もあります。 ご了承下さい。 

 

＊欠席する場合は、7：50～8：00 の間 に 園に連絡をして下さい。 

★登園まえに必ず体温を測り、発熱、咳、鼻水など風邪症状がないかチェックをして下さい。 

また、健康チェック表に記入をし、毎日持たせて下さい。 

（幼児は自分で不調を伝えられないこと、これから遠足等の行事もある為、まだ、しばらくは 

【健康チェック表】の提出をして下さい。 

 

 

 

                       令和 5年 5月 9日 

ゆきよし幼稚園保護者各位 

ゆきよし幼稚園 コロナ感染症対策について  

 

富士市からの通達を受け、ゆきよし幼稚園としてのコロナ感染症対策も下記のように変わ

ります。ご理解ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 


